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K A S A M AT S U  P U B L I C  I N F O R M AT I O N

今 月 の 表 紙 
青空のもと、「笠松体操」で汗を流しました（関連記事9ページ） 
＝7月21日 笠松町運動公園にて 

　私たちは、漢詩・短歌・俳句・新体詩などを、子
どもから大人まで年齢を問わず、大きな声を出して詠
っています。身体の中から発声することはとても気持ち
が良く、健康にも良いです。 
　文化フェスタ、地区のコンクールなどのステージに出
演もしています。 
　私たちと一緒に楽しみましょう。 

【活動日】 
【場　所】 
【連絡先】 

毎週木曜日 午後7時30分から 
笠松中央公民館 
赤塚 絹子　蕁090‐3580‐7035

カラー広告募集中 
1枠（2.25cm×6cm） 

8,000円／号 

お気軽にご相談ください。 

【問合先】企画課　蕁388‐1113

ホームページアドレス 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎  

丸山さんの作品 
かさまるくんとかさまるちゃん 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

Hello!Hello!おなまえ 村上 慶成 （北及） 
くん 

む ら  か み  け い  せ い  

平成29年9月1日生 
村上成樹・裕子さんの子 

これからも元気にたくましく育ってね。 
お姉ちゃんと仲良し姉弟でいてね螢 

おなまえ 石榑 このか 
 よしの 

（長池） 
ちゃん （左） 

ちゃん （右） 

い し  ぐ れ  

平成29年9月14日生 
石榑久詞・紗記子さんの子 

賑やかな毎日をありがとう。2人ずっと仲良くね。 

応募対象 
応募期限 
応募方法 

平成29年11月生まれの赤ちゃん 
9月28日（金） 
企画課まで写真とコメントをご持参、 
もしくはメールでご応募ください。Eメール　kikaku@town.kasamatsu.lg.jp 
なお、応募者が多い場合は一人あたりの掲載枠が小さくなる可能性があります。 

詳しくは企画課広報担当まで 
お問合せください。 

詩吟を楽しみませんか 
美濃岳精会 

2018 Sep.2018 Sep.

介護予防事業 

平成29年度人事行政の運営状況 

地籍調査を実施しています 
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まちの人口　平成30年8月1日現在（前月比） 
人口 22,348人（増9）／男 10,766人（増17）／女 11,582人（減8）／世帯数 8,898世帯（増7） 
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平成30年9月1日　第1096号 



　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松川まつり」
が、8月15日（水）に笠松みなと公園一帯で開催されました。 
　当日はあいにくの空模様のなか、大スターマインの打上げや、
271発のメモリアル花火、打上花火や乱玉パレードが会場内を
美しく彩るとともに、最後を飾った笠松町制130年記念特大スタ
ーマインは夏の夜空に大輪の花を咲かせ、多くの来場者から歓
声が上がりました。 
　また、木曽川の川面を多くの万灯がゆったり流れ、花火とと
もに幻想的な風景を作りました。 
　翌日の早朝には、ボランティアによる会場の清掃が行われ、
笠松みなと公園はきれいになりました。 
　ご協力をいただいた皆さん、ありがとうございました。 

笠松川まつり笠松川まつり笠松川まつり
色とりどりの花火と幻想的な万灯流し 色とりどりの花火と幻想的な万灯流し 

　いつまでも元気で暮らす秘訣は、体を動かすこと、しっかりと食べること、会話をすることです。 
　町や地域包括支援センターでは、さまざまな介護予防事業を行っています。新たな出会いもありま
すので、ぜひお気軽にご参加ください。事前申込みは不要です。 

※ふれあい手帳は初めての参加の際にお渡しします。 

　足腰を鍛え、正しい姿勢を保ち、「いつまでも元気！」をめざす教室です。 
【貯筋くらぶ】 

場所 時間 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

福祉会館 

笠松中央 
公民館 

福祉健康 
センター 

松枝 
公民館 

総合会館 

10：00～ 
11：30 

14：00～ 
15：30 

9：30～ 
11：00 

14：00～ 
15：30 

13：30～ 
15：00

10日
（水） 
10日
（水） 
3日

（水） 
3日

（水） 
4日

（木） 

24日
（水） 
24日
（水） 
17日
（水） 
17日
（水） 
18日
（木） 

14日
（水） 
14日
（水） 
7日

（水） 
7日

（水） 
1日

（木） 

28日
（水） 
28日
（水） 
21日
（水） 
21日
（水） 
15日
（木） 

12日
（水） 
12日
（水） 
5日

（水） 
5日

（水） 
6日

（木） 

26日
（水） 
26日
（水） 
19日
（水） 
19日
（水） 
20日
（木） 

9日
（水） 
9日

（水） 
16日
（水） 
16日
（水） 
17日
（木） 

23日
（水） 
23日
（水） 
30日
（水） 
30日
（水） 
31日
（木） 

13日
（水） 
13日
（水） 
6日

（水） 
6日 

（水） 
7日

（木） 

27日
（水） 
27日
（水） 
20日
（水） 

21日
（木） 

13日
（水） 
13日
（水） 
6日

（水） 
6日

（水） 
7日

（木） 

27日
（水） 
27日
（水） 
20日
（水） 
20日
（水） 
28日
（木） 

持ち物 タオル、水分補給のための水、ふれあい手帳（お持ちの方）、上靴（総合会館のみ） 
参加料 無料（お一人1会場の参加を基本とします） 対象 65歳以上の方 

　認知症予防には、頭と体を同時に働かすこと（コグニサイズ）や、懐かしい音楽や楽しかった記憶
を思い出し、脳を活性化させることが有効です。 
　脳元気編ではコグニサイズを、音楽編では歌を歌ったり楽器で演奏を行います。講座終了後は、皆
で一息つく茶話会も行います。 

【ふれあいひろば】 

場所 時間 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

福祉健康 
センター 

13：30～ 
15：00

脳元気編 
音楽編 

5日（金） 
19日（金） 

2日（金） 
16日（金） 

7日（金） 
21日（金） 

4日（金） 
18日（金） 

1日（金） 
15日（金） 

1日（金） 
15日（金） 

　少し物忘れがあっても、誰もが参加でき、お茶を飲みながら楽しく過ごせる集いの場です。 
　ボランティアによる作品作りや歌など楽しい企画もあります。介護に関する相談もできます。 

【ふれあい喫茶（認知症カフェ）】 

場所 時間 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
福祉会館 

福祉健康センター 
総合会館 

10：00～ 
11：30

12日（金） 
9日（火） 

15日（月） 

9日（金） 
6日（火） 

12日（月） 

14日（金） 
11日（火） 
10日（月） 

11日（金） 
8日（火） 

21日（月） 

8日（金） 
12日（火） 
18日（月） 

8日（金） 
12日（火） 
11日（月） 

持ち物 ふれあい手帳（お持ちの方） 参加料 100円 

持ち物 ふれあい手帳（お持ちの方） 参加料 100円 対象 65歳以上の方 

　認知症の方や介護されている方、その経験がある方の集いの場です。 
　日ごろの困りごとや情報交換を行います。「自分だけじゃない」「仲間がいる」と多くの介護者が参
加しています。 

【認知症介護者のサロン】 

場所 時間 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
福祉健康センター 9：30～11：30 9日（火） 6日（火） 11日（火） 8日（火） 12日（火） 12日（火） 

参加料 無料 

【問 合 先】 健康介護課　蕁388‐7171

【問 合 先】 笠松町地域包括支援センター　蕁388‐7133

下半期（10月～3月）介護予防事業 

きれいな 
笠松みなと公園に 

リバーサイドバー 
のグルメを堪能 花火を楽しむ 

皆さん 
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平成29年度 人事行政の 運営などの状況を公表します 
（1）職員採用の状況（H29.4.1～H30.3.31） （1）職員の勤務時間（標準的なもの）（H29.4.1現在） 

職員の任免・職員数に関する状況 

（4）職員手当の状況（H29.4.1現在） 

（2）職員の退職の状況（H29.4.1～H30.3.31） 

（2）初任給基準（H29.4.1現在） 

（3）一般行政職の級別職員数の状況（H29.4.1現在） 

（3）部門別職員数の状況（各年4月1日現在） 

区　　　分 支 給 の 内 容  

管理職手当 
主幹級以上の管理職員に対して支給 
　役職に応じた支給額（39,600円、47,500円、58,100円） 

住居手当 

通勤手当 

時間外勤務 
手　　　当 

借家・借間に係る手当 
月額12,000円を超える家賃を負担している職員に対し家賃額に対応
して支給 
 月額27,000円以内 

交通機関などの利用者 
　運賃相当額 最高支給額　55,000円/月 
自動車などの使用者 
　2km以上（片道）使用者に距離に対応して支給 
　月額2,000円（2km以上5km未満）～31,600円（60km以上） 

特殊勤務 
手　　当 

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給 
　・勤務日における時間外勤務1時間につき 
　　　当該職員の時間単価　×　1.25倍 
　　　（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.5倍） 
　・週休日における時間外勤務1時間につき 
　　　当該職員の時間単価　×　1.35倍 
　　　（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.6倍） 

休日勤務 
手　　当 

祝日や年末年始の休日において勤務したときに支給 
　・勤務1時間につき 
　　　当該職員の時間単価　×　1.35倍 
　　　（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.6倍） 

夜　　間 
勤務手当 

宿日直手当 

深夜（22時から翌朝5時の間）に正規の勤務時間が割り振られた職員に
支給 
　・勤務1時間につき 当該職員の時間単価　×　0.25倍 

宿日直勤務をした職員に支給 4,200円/回 

管理職員 
特別勤務 
手　　当 

主幹級以上の職員が、臨時または緊急の公務のため、正規の勤務時間を
超えて勤務したときに支給 
　・週休日、祝日または年末年始の休日に勤務した場合 12,000円/回 
　　（勤務時間が6時間を超える場合 18,000円/回） 
　・平日深夜（午前0時から午前5時まで）に勤務した場合 6,000円/回 

災害応急対策または災害復旧のため町に派遣された職員が、住所または
居所を離れて町の区域に滞在することを要する場合に支給 

期末手当 
勤勉手当 

災害派遣 
手　　当 

退職手当  

扶養手当 

配偶者 10,000円/月 
子 8,000円/月 
職員に配偶者のない場合、子のうち1人 10,000円/月 
配偶者・子以外の扶養親族 6,500円/月 
職員に配偶者のない場合、配偶者・子以外の扶養親族のうち1人 9,000円/月 
16歳から満22歳の子 1人につき5,000円加算 

職務上の段階、職務の級などによる加算措置　有 

 
6月期 

12月期 
計 

（支給割合） 
 期末手当 

1.225月分  
1.375月分  
2.60月分 

勤勉手当 
0.85月分 
0.95月分 
1.80月分 

その他加算措置　なし 

 
勤続20年 
勤続25年 
勤続35年 
最高限度 

（支給率）  
自己都合 

20.445月分 
29.145月分 
41.325月分 
49.59月分 

定年 
25.55625月分 
34.5825月分 

49.59月分 
49.59月分 

公用の施設または 
これに準ずる施設 その他の施設 

30日以内 

31日から60日以内 

61日以上 

3,970円/日 

3,970円/日 

3,970円/日 

6,620円/日 

5,870円/日 

5,140円/日 

滞在期間 
施設の利用区分 

（2）一般職員の年次有給休暇の取得状況（H29.1.1～H29.12.31） 

（3）その他の休暇制度（H29.4.1現在） 

　地方公務員法第30条の規定により、職員は全体の奉仕者として公
共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては、全力を挙げ
てこれに専念しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に
実行するため、職員にはさまざまな義務が課せられています。特に信
用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限や争議行動
等の禁止規定に違反した場合は、懲戒処分の対象になります。 

著しく危険、不快、不健康、困難な勤務その他特殊な勤務に従事する職員
に支給 

・感染症防疫作業手当 1,000円/日 
・死体取扱手当 1,000円/回 
・犬・猫等死体取扱手当 300円/回 
・火葬手当（死体処理手当） 1,700円/回 
　　　　　（獣畜死体等処理手当） 200円/回 

区 分  

一般行政職 
医 療 職  
技能労務職 

計 

競 争 試 験  
男　性 
5人 
0人 
0人 
5人 

女　性 
4人 
1人 
0人 
5人 

計 
9人 
1人 
0人 

10人 

定 年 退 職  
勧 奨 退 職  
普 通 退 職  
分 限 免 職  
懲 戒 免 職  
失 　 　 職  
死 亡 退 職  

計 

2人 
0人 
3人 
0人 
0人 
0人 
0人 
5人 

区 分  平均給料月額 

区　分 
一般行政職 

大学卒 
179,200円 

区　分 
保 健 師  

短大3卒 
197,100円 

短大卒 
159,800円 

高校卒 
147,100円 

一 般 行 政 職  
税 務 職  
看 護・保 健 職  
企 業 職  
技 能 労 務 職  

281,600円 
278,700円 
285,700円 
209,100円 
203,900円 

区 分  
部 門  

合 計  

職　員　数 
平成29年 平成30年 

38人 
11人 
17人 
12人 

1人 
3人 

12人 
3人 

97人 
15人 

112人 
2人 
6人 
4人 
3人 
0人 

15人 
127人 

35人 
12人 
19人 
12人 

2人 
2人 

10人 
3人 

95人 
15人 

110人 
2人 
6人 
4人 
4人 
0人 

16人 
126人 

総 務 企 画  
税 務  
民 生  
衛 生  
商 工  
農 林 水 産  
土 木  
議 会  

計 
教　　育　　　 
普通会計　計　 
水 道 事 業  
下 水 道 事 業  
介 護 保 険  
国 民 健 康 保 険  
後期高齢者医療 

計 

一

般

行

政 

公
営
企
業
等 

1 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 4

研修の状況（H29.4.1～H30.3.31） 

職員の研修の状況 9

職員の退職管理の状況 8

（1）1人当たりの支給額（H29.4.1現在） 

職員の給与の状況 3

職員の人事評価の状況 2

（1）分限処分者数（H29.4.1～H30.3.31） 

（2）懲戒処分者数（H29.4.1～H30.3.31） 

職員の分限・懲戒処分の状況 6

育児休業などの取得状況（H29.4.1～H30.3.31） 

職員の休業に関する状況 5

（1）健康診断の状況（H29.4.1～H30.3.31） 

（2）公務災害補償制度の状況（H29.4.1～H30.3.31） 

職員の福祉と利益の保護の状況 １０ 

（1）勤務条件に関する措置の要求の状況（H29.4.1～H30.3.31） 

（2）不利益処分に関する審査請求の状況（H29.4.1～H30.3.31） 

公平委員会に関する業務の状況 １１ 

職員の服務の状況 7
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 計 

主事 
技師 

標準的な 
職務内容 

１年前の
職 員 数  

主任 
主任技師 

主査 
技術主査 副主幹 主 幹  課長 

参事 
会計管理者 
部 長  

職員数 19人 34人 22人 8人 5人 12人 6人 106人 

構成比 17.9% 32.1% 20.8% 7.5% 4.7% 11.3% 5.7% 100.0%

14人 33人 25人 10人 6人 12人 6人 106人 

退職者の再就職の状況 

　地方公務員法第23条、第23条の2、第23条の3の規定
に基づき、定期的に職員の勤務成績を人事管理の基礎資料
として活用し、職員の勤務意欲向上と人材育成を図ってい
ます。評価の種類は以下のとおりで、全職員を対象に、評価
結果を勤勉手当の成績率に反映させています。 

能力
評価 

業績
評価 

評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行
の過程において発揮された職員の能力を客観的
に評価 
職員があらかじめ設定した業務目標の達成度そ
の他設定目標以外の取組により、その業務上の
業績を客観的に評価 

参
考

 

病気休暇 

特別休暇 

介護休暇 
研修機関 研修回数 参加者数 

岐阜県市町村研修センター 

町単独 

その他 

29回 

4回 

91回 

70人 

38人 

137人 

地方公務員 
災害補償基金 
岐阜県支部 

7人 3人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 4人 

法令に違反した場合 

職務上の義務に違反した場合 

全体の奉仕者たるにふさわしく 
ない非行のあった場合 

戒告 

0人 

0人 

0人 

減給 

0人 

0人 

0人 

停職 

0人 

0人 

0人 

免職 

0人 

0人 

0人 

計 

0人 

0人 

0人 

勤務実績が良くない場合 

心身の故障の場合 

職に必要な適格性を欠く場合 

職制、定数の改廃、予算の減少 
により廃職、過員を生じた場合 

刑事事件に関し起訴された場合 

降任 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

免職 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

休職 

0人 

1人 

0人 

0人 

0人 

降給 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

計 

0人 

1人 

0人 

0人 

0人 

1週間の勤務時間 

38時間45分 

開始時間 

8：30

終了時間 

17：15

休憩時間 

12：00～13：00

総付与日数 

3,936.0日 

総取得日数 

772.2日 

全対象職員数 

99人 

平均使用日数 

7.8日 

取得率 

19.6%

平成 
28年度 

定年 
退職者 

笠松町 
（臨時・
嘱託） 

他の地方 
公共団体 

地方独立 
行政法人 

地方 
三公社 

非営利 
法人 

営利 
法人 自営業 

再就職 

再就職
なし 

健康診断の種類 

人間ドック 

定期健康診断 

受診者数 

48人 

76人 

継続件数 

0件 

審査請求件数 

0件 

継続件数 

0件 

措置要求件数 

0件 

加入団体 

　地方公務員が公務上の災害または
通勤による災害を受けた場合に、その
災害によって生じた損害を補償し、必
要な福祉事業を行い、地方公務員など
とその遺族の生活の安定と福祉の向
上に寄与することを目的とする。 

制度概要 

0件 

災害件数 

区　分 

負傷または疾病のため療養する必要があり、勤務しない
ことがやむを得ない場合（90日以内） 

結婚休暇（5日）　産前・産後休暇（産前6週間、産後8週間） 
妻の出産休暇（2日）　子の養育休暇（5日） 
子の看護休暇（5日）　忌引休暇（1～7日） 
夏季休暇（3日）　ボランティア休暇（5日）　　など 

負傷、疾病または老齢により日常生活を営むのに支障がある
配偶者、父母、子などを介護する場合（2週間以上6月以内） 

内　　容 

男性職員 

女性職員 

計 

0人 

4人 

4人 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

育児 
休業 

部分 
休業 

育児短時間
勤務 

0人 

3人 

3人 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

平成29年度新規取得者数 

育児 
休業 

部分 
休業 

育児短時間
勤務 

前年度からの継続取得者数 
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地籍調査とは 

平成30年度に地籍調査 
を実施する地域 

を 地 籍 調 査 実 施 し て い ま す 
　町では、平成27年度から地籍調査に着手しています。 
　引き続き、皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

【問 合 先】建設課　蕁388‐1117

　一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。 
　地籍調査を行うことにより、その成果は登記所（法務局）に送付され、登記簿の記載が修正され、
新たな地図が備え付けられることになります。 

地籍調査の効果は 
・地図（地籍図）と登記簿と現地が一致します。 
・土地の境界が確定しますので、境界争いを未然に防ぐことができます。 
・災害があっても、土地の確認が可能なことから、災害復旧工事を円滑に進めることができます。 
・面積や地目が正確に調査されることから、課税が適正化されます。 

平成30年度に地籍調査を実施する地域 
清住町、弥生町、大池町、美笠通2、美笠通3、瓢町、友楽町（笠松北西部第1地区） 
　現地調査と測量により作成した地図（地籍図案）と簿冊（地籍簿案）を土地所有者、関係者の皆
さんに確認していただくことになります。 

隣接土地所有者との話し合いがつかず境界が決定しなかった場合は 

春日町、東陽町、常盤町、如月町、美笠通1、中川町（笠松北西部第2地区） 
　昨年、説明会と現地立会にご出席いただきました。本年度は町にて地籍簿と地籍図の作成を行い
ます。なお、来年度にその成果をご確認いただけます。 

月　日（曜日） 時　間 
10月25日（木）～11月13日（火） 
10月27日（土）、11月11日（日） 

平日のみ 
2日間 

午前9時 ～ 午後5時 
午前9時 ～ 午後5時 

場　所 
笠松町役場 

笠松中央公民館 

※詳細は、10月上旬に対象となる土地所有者の方へ、郵送でご案内します。 

笠松北西部第2地区 

笠松北西部 
第1地区 

　『筆界未定』として処理され、調
査と測量の対象から除外します。そ
の後、筆界未定になった土地の境
界を確定しようとした場合、自分たち
の費用で測量士に依頼し登記をす
ることになり、高額な費用と大変な手
間がかかることになります。 
　筆界未定となった土地では、地目
の変更や分割の手続きができなくな
り、土地取引や抵当権の設定が大
変困難になるなど、さまざまな不便が
生じます。境界の確認は隣接土地
所有者としっかり話し合い、必ず決
めていただくことをおすすめします。 

岐阜地域公衆衛生協議会長表彰 
　7月9日、平成30年度岐阜地域公衆衛生協議会長表彰を、小寺 三喜さんが受賞されました。 

　小寺さんは、医師として住民の健康の維持増進に尽力されるなど、公衆衛生の向上に多大な貢献

をされています。 

長年の功績をたたえて 長年の功績をたたえて 長年の功績をたたえて 

心身障がい者小規模授産所に 
スチームオーブンレンジを寄贈 

目録を手渡す古田会長（左） 

支援の輪が広がることを願って 支援の輪が広がることを願って 支援の輪が広がることを願って 

羽島郡町村議会議長会 

塩尻市えんぱーくを見学する羽島郡の議員 

正副議長が先進地を視察しました 正副議長が先進地を視察しました 正副議長が先進地を視察しました 
　7月19・20日、羽島郡町村議会議長会事業の

一環として、笠松町と岐南町の正副議長による視

察研修を実施しました。この視察研修は、羽島郡

の議会活動の活性化を図るため、毎年実施して

います。 

　今回は、長野県塩尻市で図書館を中心とした

複合施設である市民交流センターえんぱーくを訪

れ、市街地活性化の取り組みを視察しました。市

民の交流や情報交換の場として、ガラス張りの会

議室や自由な展示コーナーを備えた開放感あふれる施設が印象的でした。 

　併設された子育て支援センターでは、充実した相談体制や講座・研修会などを通して、妊娠・出産

から子育てまで切れ目のない支援が実践されており、各年齢に合わせた遊具を備えた遊び場での親

子の賑わいに、子育てを地域で支える環境を見ることができました。 

　他市町村の現場における率直な意見交換は今後の議会活動の参考にもなり、貴重な視察研修と

なりました。 

　7月20日、岐阜東南ロータリークラブの皆さんが笠松町

心身障がい者小規模授産所にスチームオーブンレンジ1台

を寄贈されました。 

　授産所での作業風景を見学した岐阜東南ロータリーク

ラブの古田 聖人会長からは、「今日は、一生懸命作業に

打ち込む皆さんの姿を見ることができました。今回の訪問

をきっかけに支援の輪が広がることを願います。」と授産

所利用者の皆さんへの激励の言葉が贈られました。これに対し、授産所を運営する笠松町社会福

祉協議会の森 英信会長からは「スチームオーブンレンジがあれば、授産所利用者の調理や食事の

幅が広がります。しっかりと活用させていただきます。」と感謝の意が伝えられました。 

　また、贈呈式のあとには、岐阜東南ロータリークラブと授産所利用者の皆さんによる食事会も行われ、

お互いに交流を深めました。 
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タイムカプセル到着式 

懐かしい映像に歓声が上がりました 松原さん（右）とその長男壮佑くん（右下） 

正村さん（左）と小林さん（右） 

30年前にタイムスリップ！ 30年前にタイムスリップ！ 30年前にタイムスリップ！ 

笠松町運動公園が完成しました 

つき山「かさマウンテン」からの 
眺めを楽しむ皆さん 

ぜひ遊びに来てくださいね ぜひ遊びに来てくださいね ぜひ遊びに来てくださいね 新民生委員・児童委員の紹介 
　下新町担当地域の民生委員・児童委員として、箕浦秀樹さんが厚生労働大臣から委嘱されました。

心配ごとなど、お気軽にご相談ください。 

お気軽にご相談ください お気軽にご相談ください お気軽にご相談ください 

　笠松町では、今から30年前に町制施行100年を記念し、タイムカプセルを埋設しました。この
タイムカプセルは今年8月に開封され、収納されていた「未来へのメッセージ」の返却を行っています。 

【メッセージ収納者】当時の小・中学生と一般希望者 
【返却期間・場所】 

【持 ち 物】 
7月下旬に町よりお送りした案内ハガキまたは身分を証明できるもの 
※ご本人による受け取りが困難な場合は、ご家族でも返却します。 
※案内ハガキは30年前のお名前・ご住所をもとにお送りしました。旧姓表記

やお亡くなりになられた方への案内などが予想されますが、ご了承ください。 
※遠隔地にお住まいの方には郵送返却も行います。詳しくは町ホームページ

をご覧ください。 
【問 合 先】企画課　蕁388‐1113

期間 返却場所 
9月17日（月・祝）まで 
9月18日（火）～10月31日（水） 

笠松中央公民館 
役場2階　企画課 

受付時間 
午前8時30分～午後5時15分（土日祝日含む） 
午前8時30分～午後5時15分（平日のみ） 

「未来へのメッセージ」のご返却 「未来へのメッセージ」のご返却 
スポーツ ＆  レクリエーション 

中学校総合体育大会東海大会に出場 

東海大会激励会の様子 

実際に収納された 
「未来へのメッセージ」 

平成30年7月豪雨災害義援金 
　8月2日、笠松町赤十字奉仕団、笠松町女性の会の皆さんが、

被災地の皆さんの一日も早い復興への願いとともに、町長に「平

成30年7月豪雨災害義援金」を手渡されました。 

義援金は各関係機関を通じ、県内被災地と広域被災地へそ

れぞれお届けします。 義援金をお届けいただきました 

1日も早い復興を願って 1日も早い復興を願って 1日も早い復興を願って 

　7月21日、笠松町運動公園の完成記念オープニングセレモ

ニーが行われました。笠松町運動公園は、都市公園として再

整備に着手した平成25年度から、グラウンドや芝広場、大型

複合遊具などの整備を進めてきました。そして今回、新たに高

さ約5メートルのつき山が完成し、笠松町運動公園の再整備

が完了しました。つき山の愛称は、町内の小学生による投票

の結果、「かさマウンテン」に決定し、セレモニー後に開放され

た「かさマウンテン」では、さっそく元気に遊ぶ子どもたちの姿

が見られました。 

　また、オープニングセレモニーでは新笠松音頭に合わせた「笠松体操」が初披露され、体操を考案

された関谷 日登美先生をお手本に、子どもから高齢者の方まで気持ちのよい汗を流しました。 

　8月15日、笠松中央公民館でタイムカプセル到着式が行われ、30年前

に埋設したタイムカプセルを一目見ようと訪れた来場者で賑わいました。 

　到着式では、タイムカプセルを埋設した昭和63年当時の映像の放

映や、収納品の紹介のほか、当時の小・中学生から募集した作文や

絵画も展示され、作文の部で入賞した正村 真理さんと小林 由香さん

（代読：小林 歩叶さん［長男］）の作文は実際に会場で朗読されました。

また、笠松町の平成生まれ第1号である松原 圭史さんへのインタビュ

ーも行われ、松原さんが表紙を飾った平成元年2月の広報紙も披露さ

れました。 

　タイムカプセル到着式終了後には「未

来へのメッセージ」の返却も開始され、

30年前の自分からの手紙を受け取ら

れた皆さんは、同級生同士でメッセー

ジを見せ合うなど、懐かしい思い出に

浸る姿が見られました。 

　笠松中学校の女子ハンドボール部、水泳部、体操の選手の皆さんは、中学校総合体育大会
で地区・県大会を勝ち進み、東海大会へ出場されました。県代表として、皆さんそれぞれの種
目で健闘され、水泳部の高山結菜さんは、400メートル
個人メドレーで8位入賞という結果を残されました。 

【東海大会出場選手（敬称略）】 
・女子ハンドボール部 
・水泳部 
　高山 結菜（3年生）400メートル個人メドレー 
　田辺 　諒（3年生）100メートル平泳ぎ 
・体操 
　水谷 華子（2年生） 
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　7月初旬に予定していた「トンボ天国クリーン大作戦」は、大雨の影響で中止となりました。参加を

予定されていた方、次の機会にご協力をお願いします。 

　さて、みなさんは普段の生活の中で、笠松町のよさを感じることがありますか？「笠松町道徳のまち

づくり条例」が施行されて10年が過ぎ、日常の生活の中にも「笠松人の心」が表われていると思います。 

　梅雨明けした7月の中旬に、笠松町内をぐるりと回ってみました。すると、町内には豊かな自然が残

り、多くの文化財・史跡があることがわかりました。また、一生懸命働く人の姿、親子で仲良く活動する

姿、ボランティアで子どもを見守る姿、家の近くの道路の草を抜く姿など、心が温まる場面をたくさん見

ることができました。 

　右の写真は笠松県庁及び美濃郡代笠松陣屋跡の様子です。写真を撮りながら、昔この地には陣

屋そして県庁があり、笠松湊も近いため、地域の中心地として栄え、それが笠松町の文化を発展させ

る一つの要因だったのだと思いを巡らせました。 

　みなさんも、笠松町内のいろいろな場所で、「笠松の

よさ」を見つけ、感じてみてください。 

　今年度も、“かさまつ　いいね”写真を募集します。 

　今は、スマホや携帯電話で簡単に写真が撮れる時

代になりました。笠松町のよさを感じた時にすばやく画

像に記録し、応募してください。詳しい募集要項は10

月の班回覧でご案内します。 

No.35
「笠松町のよさ」を見つけ、感じよう。 
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スポーツ ＆  レクリエーション 

7月22日（日）　四季の里広場　参加人数　110人 
　   （敬称略） 
◆一般大会 優　勝　岸田 廣子 準優勝　野田 澄子   3 　位　間野 誠吾 
◆町内対抗大会 優　勝　松栄町B 準優勝　下門間   3 　位　米野A

第36回町民グラウンド・ゴルフ大会 

8月4日（土）・5日（日）　緑地公園内テニスコート・笠松中学校テニスコート 
参加人数　92人   （敬称略） 
▼中学生以下男子の部 
優　勝　小森 渉夢・纐纈 翔 準優勝　佐藤 拓真・永田 健人 
 3 　位　渡辺 元大・魚住 啓太  3 　位　西原 陸翔・児玉 樹斗 
▼中学生以下女子の部 
優　勝　木下 遥華・岡田 真季 準優勝　不破 瑠風・土松 陽奈 
 3 　位　近藤 萌 ・中野 天音  3 　位　小島 暖乃・森 きらり 
▼一般男子の部 
優　勝　古田 叡識・福井 一樹 準優勝　大塚 修徳・宮原 遼也 
 3 　位　棚瀬 皇貴・丹羽 一貴  3 　位　松原 直美・武山 祐樹 

第67回町民ソフトテニス大会 

　「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において処理しなければならない」
と廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められています。 
　事業活動に伴って生じたごみは、たとえ少量であっても町内のごみステーションには出せません。 

☆事業系ごみとは 
　飲食店、商店、事務所などの事業活動に伴って発生するごみのことを言います。 

○事業系一般廃棄物を処理する方法 
1.許可業者に回収を依頼する 

許可業者については、お住まいの地域によって異なりますので、役場環境経済課までお問合せください。 
2.ごみ積替施設に直接搬入する 

事前に役場環境経済課で搬入許可申請をしてください。 
㈱高島衛生ごみ積替施設（岐南町平成6丁目110番地）　蕁248‐0089 

【受入曜日・時間】水曜日・土曜日　午前9時～正午　午後1時～3時 
【搬入可能量】1日につき1車とし、上限は200kgまで 
【料金】無料 

ごみを減らしましょう　～事業系ごみは適正に処分してください～ ごみを減らしましょう　～事業系ごみは適正に処分してください～ 

ごみ 
（廃棄物） 

一般廃棄物 

家庭系一般廃棄物 
一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物 

産業廃棄物（事業者に処理責任） 
事業活動により生じた廃棄物のうち、法令で定められた廃棄物 

事業系一般廃棄物（事業者に処理責任） 
事業活動により生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物 

県町にある美濃郡代笠松陣屋・県庁跡 

お 

い 

た 

み 

と 

な 

が 

お 

る 

り 

な 

が 

け 

ん 

は 

ば 

け 

ん 

と 

は 

し 

な 

お 

ざ 

い 

も 

く 

あ 

か 

だ 

い 

い 

ち 

た 

う 

お 

と 

こ 

し 

ゅ 

う 

ぜ 

ん 

ぶ 

は 

し 

な 

お 

は 

ん 

さ 

く 

お 

る 

り 

こ 

ま お 

よ 

び 

は 

し 

お 

よ 

び 

は 

し 

ま 

ん 

な 

か 

お 

か 

ま 

く 

ら 

か 

い 

ど 

う 

た 

び 

び 

と 

わ 

た 

ふ 

ね 

き 

ゃ 

く 

か 

た 

し 

ご 

と 

は 

し 

な 

お 

ざ 

い 

り 

ょ 

う 

お 

る 

り 

り 

ょ 

う 

し 

ゅ 

あ 

つ 

し 

ゅ 

り 

ょ 

う 

か 

く 

お 

る 

り 

そ 

で 

は 

し 

な 

お 

え 

さ 

は 

な 

よ 

そ 

で 

お 

る 

り 

あ 

し 

か 

の 

い 

ち 

れ 

つ 

せ 

な 

か 

今 

ま 

で 

落 

ち 

つ 

い 

て 

伊 

多 

見 

た 

ち 

の 

話 

を 

聞 

い 

て 

い 

た 

戸 

長 

雄 

留 

利 

は 

、 

い 

っ 

し 

ゅ 

ん 

ど 

う 

て 

ん 

し 

た 

と 

。 

な 

に 

せ 

長 

さ 

九 

間 

で 

、 

幅 

二 

間 

も 

あ 

る 

土 

橋 

を 

あ 

さ 

っ 

て 

ま 

で 

に 

直 

せ 

と 

い 

う 

の 

じ 

ゃ 

か 

ら 

な 

。 

材 

木 

と 

て 

、 

赤 

坂 

の 

山 

か 

ら 

、 

切 

り 

出 

さ 

に 

ゃ 

あ 

な 

ら 

ん 

し 

、 

第 

一 

い 

ま 

は 

田 

植 

え 

の 

前 

じ 

ゃ 

。 

こ 

ん 

な 

と 

き 

村 

の 

男 

衆 

全 

部 

が 

橋 

直 

し 

に 

出 

た 

日 

に 

ゃ 

あ 

米 

も 

半 

作 

に 

な 

る 

。 

雄 

留 

利 

は 

困 

り 

は 

て 

た 

。 

と 

に 

か 

く 

、 

村 

中 

へ 

ふ 

れ 

を 

ま 

わ 

し 

て 

自 

分 

は 

及 

橋 

へ 

走 

っ 

た 

と 

。 

及 

橋 

は 

、 

真 

中 

か 

ら 

だ 

ら 

し 

な 

く 

折 

れ 

て 

た 

れ 

さ 

が 

っ 

て 

お 

っ 

た 

。 

で 

も 

、 

鎌 

倉 

街 

道 

は 

、 

あ 

い 

か 

わ 

ら 

ず 

旅 

人 

が 

多 

く 

て 

二 

そ 

う 

の 

渡 

し 

船 

が 

エ 

イ 

コ 

ラ 

エ 

イ 

コ 

ラ 

い 

そ 
が 
し 
く 

客 

を 

は 

こ 

ん 

で 

お 

っ 

た 

。 
「 
え 
ら 
い 

こ 

わ 

れ 

方 

じ 

ゃ 

。 

こ 

ら 

あ 

さ 

っ 

て 

ま 

で 

夜 

な 

べ 

仕 

事 

に 

な 

る 

か 

も 

し 

れ 

ん 

。 」 

と 

思 

い 

な 

が 

ら 

橋 

直 

し 

の 

材 

料 

を 

か 

ぞ 

え 

る 

と 

雄 

留 

利 

の 

そ 

ば 

に 

領 

主 

さ 

ま 

の 

馬 

た 

ち 

が 

集 

ま 

っ 

て 

き 

た 

。 

そ 

の 

中 

の 

首 

領 

格 

と 

思 

わ 

れ 

る 

毛 

な 

み 

の 

よ 

い 

馬 

が 

、 

と 

つ 

ぜ 

ん 

雄 

留 

利 

の 

袖 

を 

ぐ 

い 

ぐ 

い 

引 

っ 

ぱ 

っ 

た 

ん 

や 

。 

「 

な 

に 

す 

る 

や 

黒 

。 

こ 

の 

橋 

を 

あ 

さ 

っ 

て 

ま 

で 

に 

直 

さ 

ん 

と 

、 

お 

ま 

え 

ら 

の 

餌 

も 

と 

れ 

ん 

よ 

う 

に 

な 

る 

。 」 

と 

、 

じ 

ゃ 

け 

ん 

に 

ふ 

り 

は 

ら 

っ 

た 

。 

で 

も 

、 

黒 

は 

ま 

だ 

鼻 

を 

寄 

せ 

て 

き 

て 

、 

袖 

を 

や 

け 

に 

強 

く 

ひ 

っ 

ぱ 

る 

。 

雄 

留 

利 

は 

、 

め 

ん 

ど 

く 

さ 

く 

な 

っ 

て 

、 

黒 

を 

ひ 

っ 

ぱ 

た 

い 

て 

や 

ろ 

う 

と 

馬 

た 

ち 

の 

方 

を 

見 

た 

と 

よ 

。 

す 

る 

と 

、 

ど 

う 

じ 

ゃ 

。 

足 

近 

野 

の 

馬 

た 

ち 

が 

一 

列 

に 

な 

ら 

ん 

で 

背 

中 

を 

く 

っ 

つ 

け 

と 

る 

で 

は 

な 

い 

か 

。 

（ 

つ 

づ 

く 

） 

平成30年9月1日　第1096号 平成30年9月1日　第1096号 



役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

笠松中央公民館 
（町体育協会事務局） 

教育文化課 学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
ふ ら っ と 笠 松  

388-3231 
 
388-3926 
387-0156 
387-8432 
388-0161 
388-2355

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
健 康 介 護 課  

388-1111 
388-1112 
388-1113 
388-1114 
388-1115 
388-7171

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

福 祉 子 ど も 課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
会 計 課  
議 会 事 務 局  

388-1116 
388-1117 
388-1118 
388-3231 
388-1119 
388-1110

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

住 ま い の パ イ オ ニ ア 住 ま い の パ イ オ ニ ア 
10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 

058-388-0077 
＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

建築物の耐震化促進に伴う助成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【申込期限】 
【申込・問合先】 

　町では地震に備えるため、昭和56年5月31日
以前に着工された木造一戸建て住宅の耐震
診断を希望される方に、無料で専門家を派遣し、
耐震診断と耐震補強のアドバイスを受けられる
制度を設けています。 
　また、昭和56年6月1日以降に着工された木
造住宅の耐震診断と、昭和56年5月31日以前に
着工された木造以外の建築物の耐震診断、昭
和56年5月31日以前に着工された木造住宅の
耐震補強または、耐震シェルターなどの設置に
かかる費用の一部を助成する制度を設けてい
ます。 

12月28日（金） 
建設課 

平成30年住宅・土地統計調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　総務省統計局（岐阜県・笠松町）では、10月1日
現在で住宅・土地統計調査を実施します。この
調査は住生活に関する調査で、調査の結果は
耐震や防災を中心とした都市計画の策定や空
き家対策など幅広く利用されています。 
　9月上旬から10月下旬まで、統計調査員が調
査書類などを配布します。調査内容は、統計作
成の目的以外には使用されることはありません
ので、正確な回答をお願いします。 

企画課 

平成31年4月小学校 
新入学予定児童の健康診断 

 
 
 

【実施場所・日時】 
 
 
 

【内　　容】 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　来春、新入学を予定する児童の健康診断を
行います。対象となる児童の保護者には9月中
旬までに、各小学校から通知します。 

 
・笠松小学校　　10月1日（月）午後1時 
・松枝小学校　　9月28日（金）午後1時 
・下羽栗小学校　10月3日（水）午後1時 

 
　内科・歯科・眼科・耳鼻咽喉科の各検査と知
能検査 
※通知のあった学校で健康診断を受けられな

い場合は、必ず教育委員会へ連絡してくださ
い。不明な点があればお気軽にご相談ください。 

郡二町教育委員会　蕁245‐1133

福祉医療費受給者証（重度・母子・
父子）更新の手続きを 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【受付期間】 
【持 ち 物】 
 
 
 
 
 
 
 

【申請・問合先】 

　「福祉医療費受給者証（重度心身障がい者・
母子家庭等・父子家庭）」をお持ちの方は、9月
30日で有効期限が満了となりますので、更新の
手続きが必要です。 
　更新の手続きをされないと、10月から医療費
の助成が受けられなくなりますので、必ず手続き
をしてください。 
　郵便での申請も受け付けます。詳しくは、お
送りする更新案内をご覧ください。 

9月7日（金）～28日（金） 
 

・更新案内兼申請書 
・印鑑（朱肉を使用するもの） 
・健康保険証 
・現在使用中の受給者証 
・振込先金融機関の預金通帳など 
・個人番号（マイナンバー）が確認できるもの 
（通知カード、個人番号カードなど） 

住民課 

家屋を新増築、取り壊しをしたときは届け出を 

　固定資産税は、土地や家屋の使用状況によって税負担が軽減されます。 
　家屋の新増築や取り壊し、用途変更があったときは、お早目に税務課まで次の届け出をしてください。 
　特に家屋の一部または全部を取り壊したときは、速やかに「家屋取壊届出書」の提出をお願いしま
す。この届け出がないと、家屋を取り壊したという確認ができないため、翌年度以降も課税される場合
がありますので、必ず届け出をしてください。 
■届け出が必要な時とその届出書など 

（注）登記された家屋を取り壊した場合は、別途、法務局で滅失登記をする必要があります。 

【問 合 先】税務課 

胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん検診（集団検診） 

 
 
 

【対 象 者】 
【日　　程】 

【検診自己負担金】 【検診自己負担金】 

　胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん検診（集団検診）を実施します。昨年度（乳がん検診は平成28
年度）受診した方や、申込みをされた方には、案内を送付します。 
　なお、申込みをされていない方で、検診を希望される方は、健康介護課までご連絡ください。 

今年度40歳以上の方（昭和54年4月1日以前に生まれた方） 
【受付時間】 

【問 合 先】 

午前8時45分～10時30分 

健康介護課 

※乳がん検診は、今年度41歳、46歳、51歳、56歳、61歳の方
は無料です。検診時に無料クーポン券をお持ちください。 

胃がん検診 
40歳～69歳 

70歳以上 
700円 

肺がん検診 

300円 

大腸がん検診 
無料 

300円 

乳がん検診 

700円 

月日（曜日） 場　　所 
10日（月） 
20日（木） 

4日（木） 
18日（木） 
30日（火） 

9日（金） 
13日（火） 
19日（月） 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

9月 

10月 

11月 

こんなとき 家屋の所有者 

（1） 

（2） 
（3） 
（4） 

（5） 

（6） 

家屋を新築または増築したとき 
（申告にあたっては家屋の評価を実施します） 

家屋を建て替えるとき 
家屋の全部または一部を取り壊したとき 
家屋の用途を変更したとき 

（例　店舗を住宅に変更など） 
家屋が災害などの理由により滅失または損
壊したとき 
未登記家屋の所有者を変更するとき 

・新築住宅に関する固定資産
税の減額申請書 

（未登記の場合は「未登記家
屋取得届出書」も必要です） 

・家屋取壊届出書 
・家屋取壊届出書 

・家屋用途変更届出書 

・家屋取壊届出書 
・固定資産税減免申請書 
・未登記家屋取得届出書 

土地の所有者 

・住宅用地認定申告書 

・住宅建替中の土地に係る申告書 

・住宅用地認定申告書 

・被災住宅用地の特例適用申告書 
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まつなみ健康増進クリニック 
人間ドック・健診センター 
人工透析センター 
まつなみリサーチパーク（医学研究所） 
松波総合病院介護老人保健施設 
まつなみ訪問介護ステーション 
まつなみ訪問看護ステーション 
松波総合病院居宅介護支援事業所 
まつなみケアプランセンター 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

先端設備等導入計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　中小企業などが設備投資を通じて労働生産
性の向上を図ることを目的として、生産性向上
特別措置法が施行されました。町では、この法
律に基づく導入促進基本計画を策定し、中小
企業者が策定する先端設備等導入計画の申
請を受け付けています。 
　なお、一定の要件を満たした先端設備等導
入計画を策定し、認定を受けて取得した設備
については、固定資産税の課税標準が3年間
ゼロとなる特例などの適用を受けることができます。 
　詳しくは、町ホームページをご覧ください。 

環境経済課 

有名企業をかたる架空請求に 
関する注意喚起 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【相 談 先】 

　「アマゾン」や「ヤフー」などの有名企業をか
たって「有料動画の未納料金があります。」とい
った内容のSMS（ショートメッセージサービス）を
送信するとともに、SMSに記載された電話番号
に連絡してきた消費者に対し、「支払わないと
訴訟になります。」などと告げ、金銭を支払わせ
ようとする事業者に関する相談が、各地の消費
生活センターに寄せられています。 
　このようなSMSは、典型的な詐欺の手口です。
記載されている電話番号には絶対に電話しない
でください。聞き覚えのある事業者名であるからと
いって安易に信用せず、内容をよく確認しましょう。 
　判断に迷った時は、専門機関に相談しましょう。 

消費生活センター 蕁188（いやや） 
警察相談窓口 蕁＃9110

使用済み食用油の回収 

 
 

【日　　時】 
 

【場　　所】 
 
 
 

【問 合 先】 

　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランティ
ア団体の協力で実施しますので、ご利用ください。 

9月14日（金） 
午前9時30分～11時30分 
役場、笠松中央公民館、松枝公民館、
下羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、
古着（布）も同時に回収します。 

環境経済課 

笠松町基幹相談支援センター 

 
 
 
 
 

【受付時間】 
 

【相談・問合先】 

　障がい者・障がい児やその家族または介護
を行う人などの総合的・専門的な相談に応じ、
必要な情報提供や助言などを行う基幹相談支
援センターを開設しました。訪問や来所、電話に
て相談に応じますので、気軽にご相談ください。 

月～金曜日（祝日は除く） 
午前9時～午後5時 

支援センターふなぶせ南 
（岐阜市茜部新所1‐167‐2） 
蕁201‐6711 

※岐阜市、岐南町と共同で運営しています。 

妊娠・子育ての相談に 
助産師が応じます 

 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　妊婦対象のプレパマクラブ、福祉健康センタ
ーでの育児相談・マタニティ相談では、皆さんの
相談に対応できるよう助産師による相談を実施
しています。妊娠中の不安や、授乳相談・育児
相談などお気軽にご相談ください。 
　詳しい日程は広報や町ホームページ、ほけん
カレンダーでご確認ください。 

健康介護課　蕁388‐7171

　ここ10年、日本では2万人を超える尊い命が自殺により失われています。その原因は、健康、生活、
家庭問題などさまざまです。一人で抱え込まずに家族や友人、相談窓口で悩みを相談しましょう。 
　また、孤独・孤立を防ぐことが有効な手段であることから、一人ひとりが、自分の周りにいるかもし
れない悩んでいる人の存在に気づき、声をかけ、話に耳を傾け、必要に応じて相談先につなぎ、見
守っていくことが大切です。 

【相談窓口】 

法律とこころの相談会 

【相 談 料】 
【相談時間】 
【申 込 先】 

無料 
1人45分程度（各日　先着3人） 
岐阜保健所　蕁380‐3004　※事前に電話でお申込みください。 

長寿のお祝い 

　皆さんの長寿をお祝いする「敬老会」と「敬老のつどい」を開催しますので、ぜひお出かけください。
対象となる方には8月中旬までに案内状を送付しました。 

　借金・解雇・生活苦・人間関係などの悩みを弁護士や臨床心理士に相談することで、こころの負担
を軽くすることができるかもしれません。 
　プライバシーは厳守します。 

【日時・場所】 

【問 合 先】 福祉子ども課 

岐阜県最低賃金が改定されました 

【改正後時間額】825円（25円アップ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

 
（改正額は平成30年10月1日から適用され
ます） 
　岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パ
ートや学生アルバイトなどを含め、県内で働く
すべての労働者に適用されます。 
　使用者も、労働者も、1時間当たりの賃金
額が最低賃金以上となっているかどうか、必
ず確認しましょう。 

岐阜労働局賃金室　蕁245‐8104

月日（曜日） 
9月6日（木） 

9月19日（水） 
平成31年3月1日（金） 

時　間 

午後1時～4時 

会　　　場 
岐阜保健所　相談室（各務原市那加不動丘1‐1） 
糸貫ぬくもりの里　いきいきセンター　研修室（本巣市上保1261‐4） 
岐阜保健所　相談室（各務原市那加不動丘1‐1） 

区分 該　当　者 

敬老会 

敬老のつどい 

88歳の方 
（昭和5年4月2日～昭和6年4月1日生まれ） 

75歳以上の方 
（昭和19年4月1日以前生まれ） 

月日（曜日） 

9月5日（水） 

9月17日 
（月・祝 敬老の日） 

時　間 

午前11時～ 

午前10時～ 

会　　場 
笠松中央公民館 

（3階：大ホール） 
笠松中学校 
屋内運動場 

相談日時等 
こころの巡回相談 

（福祉健康センター） 

岐阜いのちの電話 

岐阜県 
精神保健福祉センター 

来 所 相 談  

電 話 相 談  

メール相談 
来 所 相 談  

電 話 相 談  

電話番号・アドレス 

蕁388‐7171（要予約） 

蕁277‐4343 

蕁0120‐783‐556 
inochi@ktroad.ne.jp 

蕁231‐9724

原則第3木曜日　午後1時～午後2時30分 

午後7時～午後10時 
第1、第3金曜日のみ　午後10時～翌日午後7時 
毎月10日　午前8時～翌日午前8時 
随時 
月・水～金曜日　午前中（要予約） 
月～金曜日　午前9時～午後5時 

（ただし土・日・祝日・年末年始は休み） 

9月10日～9月16日は自殺予防週間 9月10日～9月16日は自殺予防週間 

平成30年9月1日　第1096号 平成30年9月1日　第1096号 



月 日（曜日） 
10月 
11月 
12月 

4日（木）・5日（金） 
8日（木）・9日（金） 
6日（木）・7日（金） 

月 日（曜日） 
10月 
11月 
12月 

26日（金） 
30日（金） 
14日（金） 

月 日（曜日） 
10月 
11月 
12月 

16日（火） 
20日（火） 
18日（火） 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

公共交通フェスタの開催 

 
 
 
 

【日　　時】 
 

【場　　所】 
 
 
 
 

【内　　容】 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　岐阜市で開催される公共交通フェスタに、笠
松町も岐阜連携都市圏市町の一員として参加し、
公共施設巡回町民バスの利用促進PRなどを
行います。 

9月8日（土）、9日（日） 
午前10時～午後4時 
パーキング紅葉園 

（岐阜市神田町4丁目） 
周辺は、午前9時～午後6時まで交
通規制が実施されるので、公共交
通機関を利用してお越しください。 
バス、タクシーや自動運転車両の展
示など。また、長良橋通り（若宮町
交差点～徹明町交差点～金宝町
交差点）では、連結バスのシャトル
運行を行います。 
企画課 

合同企業説明会 
「ぎふ就職・転職フェア3days」 

 
 
 
 
 

【日　　時】 
 
 
 

【場　　所】 
 

【対 象 者】 
 
 

【入 場 料】 
【主　　催】 
 
 
 

【共　　催】 
 
 
 

【問 合 先】 

　就職・転職を希望する方を対象とした合同企
業説明会を3日間開催します。説明会には、笠
松町・岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・
本巣市・岐南町のいずれかに勤務地がある企業、
延べ約120社（各日約40社）が参加予定です。 

9月17日（月・祝） 午後1時～7時 
9月18日（火） 午後2時～8時 
9月19日（水） 午後1時～7時 
※受付は終了時刻の30分前まで 
じゅうろくプラザ　2階ホール 
（岐阜市橋本町1‐10‐11） 
2019年3月に大学・短大・専門学校
などを卒業予定の方、卒業後3年以
内の既卒者、転職希望者 
無料 
岐阜市 

※この説明会は、岐阜連携都市圏の圏域市町
に羽島市・各務原市を加え、連携事業の一
環として行うものです。 

岐阜労働局 
※事前申込不要・入退場自由・履歴書は不要です。 
※雇用保険の求職活動実績1回に数えられる

合同企業説明会です。 
ぎふ就職・転職フェア3days事務局 

（岐阜新聞社広告局内） 
蕁264‐1158

アクア・トトぎふ　敬老の日特別企画 

 
 
 
 
 
 

【開館時間】 
 
 

【問 合 先】 

　世界淡水魚園水族館「アクア・トトぎふ」では、
敬老の日特別企画として、9月15日（土）～19日（水）
の5日間、65歳以上の方を無料でご招待します。
この機会に、ぜひご来場ください。 
※年齢を証明できるもの（運転免許証・健康保

険証など）をお持ちください。 
平日：午前9時30分～午後5時 
土日祝日：午前9時30分～午後6時 

（最終入館は閉館の1時間前まで） 
世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ 
蕁0586‐89‐8200

全国科学館連携協議会巡回パネル展 
「日本の宇宙科学の歴史」 

 
 
 
 

【展示期間】 
【時　　間】 
【場　　所】 
【休 館 日】 
【問 合 先】 

　日本の宇宙科学技術の躍進を支えた関係者
の情熱とひたむきな努力や、現在も続けられて
いる宇宙へのあくなき挑戦について、パネルや
模型で紹介します。 

9月16日（日）～10月21日（日） 
午前9時～午後5時まで 
歴史未来館2階 企画展示室 
月曜日（祝日の場合はその翌日） 
歴史未来館 

第67回笠松町民大運動会 

【日　　時】 
 

【場　　所】 
【主催・問合先】 

10月7日（日） 
午前8時30分～午後4時（雨天中止） 
笠松中学校運動場 

町民運動会実行委員会 
（笠松中央公民館内） 

＜幼児親子行事＞ 
■ピヨピヨひろば 
午前１０時３０分～（要申込み） 

＜乳幼児親子行事＞ 
■Babyひろば 
午前11時～（要申込み） 

■手づくりクラブ 
午前11時～（要申込み） 

【申込・問合先】こども館 

＜小学生行事＞午前１０時～ 

楽しいこども館行事（10月～12月） 

　小学生や乳幼児親子を対象に次の行事を
開催します。皆さんの参加をお待ちしています。 
　なお、申込みが必要な行事もあります。 

月 日（曜日） 

10月 

11月 

12月 

6日（土） 
9日（火） 

11日（木） 
12日（金） 
20日（土） 
28日（日） 

3日（土） 
17日（土） 
25日（日） 

1日（土） 
15日（土） 

行　事　名 
しっぽとり 
みんなであそぼう 
みんなであそぼう 
みんなであそぼう 
ボラクラブ 
光るどろだんごづくり 
オセロ 
ボラクラブ 
つくってみよう 
ピンポン 
ボラクラブ 

申込み必要 
 
 
 
 

○ 
○ 
 

○ 
○ 
 

○ 

　第3日曜日である16日（日）は、家庭の日です。
心豊かな明るい家庭づくりをしましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

今月のテーマ 

家族みんなで、先祖を敬い、 
お年寄りとの心のつながりを深めましょう。 

ホーム長良川競技場試合スケジュール 

がんばれFC岐阜 

9/1（土） 18時 
9/23（日） 14時 
10/13（土） 15時 
10/28（日） 14時 

大宮アルディージャ 
東京ヴェルディ 

★　ファジアーノ岡山 
★　ジェフユナイテッド千葉 

 
 

【申込方法】 
 
 
 
 

【申込期限】 
【申込・問合先】 

★マークの付いた試合のメイン自由席チケット
を抽選でペア1組様にプレゼントします！ 

kikaku@town.kasamatsu.lg.jp 
へ、希望の試合、住所、氏名、電話番号をお送
りください。 
当選発表は発送をもって代えさせていただき
ます。 

9月18日（火） 
企画課 

 
 

【感動を共に!!チケット（ともチケ）申込フォーム】 
 
 
 
 
 
 

【申込期限】 

笠松町民の方は、こちらの申込フォームから
申込むと、無料で試合を観戦できます。 

 
http://fc‐gifu.com/ticket/excitement/ 

　チケットは当日試合会場にある「ともチケブ
ース」で本人確認をしてお渡しします。 
　また、岐阜県内の小学生は「夢パス」でFC
岐阜ホーム戦全試合観戦無料となりますので、
当日「夢パス受付ブース」へお越しください。 

株式会社岐阜フットボールクラブ 
ともチケ担当　蕁231‐6811

笠松町民は先着500人観戦無料！ 

10月28日（日）は 
ホームタウンデー 

昨年のホームタウンデーの様子 
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一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

保育士（パート職員） 

【採用予定人員】 
【採用年月日】 
【勤務場所】 
【勤務時間】 
【年次休暇】 
【休　　日】 
【給　　料】 
【賞　　与】 
【選考方法】 
【申込・問合先】 
 

1人 
随時 

笠松保育園 
応相談 
有り 
日曜、祝日、年末年始、その他 
経験年数により応相談 
年3回（パートも賞与有り） 
書類選考、面接 

笠松保育園　蕁387‐2947 
※平成31年4月1日正規採用も募集しています。

詳細や施設の見学を希望される方は、お気
軽にお電話ください。 

農業委員会委員 

 
 

【募集人数】 
【任　　期】 
【資格要件】 
 
 
 
 

【推薦・応募方法】 

【受付期間】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【提出書類交付・提出場所・問合先】 

　農業委員会等に関する法律に基づき、農業
委員を募集します。 

1人 
任命の日～平成32年7月31日 
農業に関する識見を有し、農地など
の利用の最適化の推進に関する事
項、その他の農業委員会の所掌に
属する事項に関して、その職務を適
切に行うことができる方 
 

9月3日（月）～10月1日（月） 
午前8時30分～午後5時15分 
土・日・祝日は、提出書類の配布や
受け付けを行いません。 
郵送による提出の場合は、10月1日（月）
必着です。（メール、FAXによる提
出は不可） 
提出書類は、環境経済課で配布ま
たは町ホームページからダウンロード
できます。 
 

農業委員会事務局（環境経済課内） スポーツ推進委員 

 
 
 
 
 

【内　　容】 
 

【募集人員】 
【任　　期】 
【選考方法】 
【申込・問合先】 

　スポーツ推進委員は、スポーツ基本法に定め
られた非常勤の公務員です。町民のスポーツ
の振興と、健康な生活育成のため、各種スポー
ツ行事、講習会などに関する企画や運営、助言
などを行います。 

毎月の委員会、各種研修への参加、
各種スポーツ行事への協力など 
若干名 
平成32年3月31日まで 
書類、面談など審査による 

教育文化課 

リバーサイドカーニバル 
Eボート大会出場チーム 

 
 
 

【開 催 日】 
【募集チーム】 
一 般 の 部  
 
 
小学生の部 
 
 

【賞　　金】 
一 般 の 部  
小学生の部 

【申 込 先】 
 
 
 

【申込期限】 
【申込・問合先】 

　「リバーサイドカーニバル2018」Eボート大会
の出場チームを募集しています。仲間を10人集
めて優勝を目指してみませんか？ 

10月21日（日）【開催場所】笠松みなと公園 
 
1チーム10人（身長120cm以上の
方ならどなたでも参加できます） 
※小学生が入っても可 
1チーム10人（身長120cm以上の
小学生8人と大人2人） 
※大人は中学生以上であれば可 
 
優勝3万円、準優勝2万円、3位1万円 
優勝2万円、準優勝1万円、3位5千円 
役場環境経済課、笠松中央公民館、
松枝公民館、総合会館 

※申込書は、申込先の施設で配布または町ホーム
ページからダウンロードできます。 

9月7日（金） 
かさまつまちづくりイベント実行
委員会事務局（環境経済課内） 

第3期　まちのリハビリ教室 

 
 
 
 
 

【日　　程】 
 

【内　　容】 
 

【定　　員】 
【場　　所】 
【参 加 料】 
【申込期間】 
【申込・問合先】 

　膝が痛い、腰が曲がった、よく転ぶようになっ
たなど、自分で運動をすることに不安がある方
や方法がわからない65歳以上の方に、一人ひと
り体の状態を確認し、体の機能に合わせた体づ
くりの指導を行います。 

第3期（10月～12月） 
3か月を1クールとし、月2回開催 
理学療法士による個別の面談と運
動指導や集団指導 
10人 
福祉健康センター（長池408番地の1） 
無料 
9月10日（月）～14日（金） 

健康介護課 
※電話で申込みの後、日程表などを郵送します。 

リバーサイドカーニバル 
ボランティアスタッフ 

 
 
 

【開 催 日】 
【活動時間】 
【活動内容】 
【申 込 先】 
 
 
 

【申込締切】 
【問 合 先】 

　「リバーサイドカーニバル2018」で、ボランティ
アスタッフとして活動していただける高校生以
上の方を募集します。 

10月21日（日）【開催場所】笠松みなと公園 
午前8時～午後4時 
川舟遊覧、Eボート大会などのスタッフ 
役場環境経済課、笠松中央公民館、
松枝公民館、総合会館 

※申込書は、申込先の施設で配布または町ホーム
ページからダウンロードできます。 

9月14日（金） 
かさまつまちづくりイベント実行委員会
事務局（環境経済課内） 

秋の全国交通安全運動 
9月21日（金）～30日（日） 

交通事故死ゼロを目指す日 
9月30日（日） 

●運動の基本 
「子どもと高齢者の交通事故防止」 

区分 

推薦 

応募 

方　　法 
個人 
推薦 
団体 
推薦 

推薦代表者と2人以上の個人
連名により推薦 
農業者が組織する法人または
団体が推薦 

自らが委員に応募 

提出書類 

推薦書 

応募申込書 

町マスコットキャラクター「かさまる
くん・かさまるちゃん」イラスト 

 
 
 

【応募期限】 
【応募方法】 
 
 
 
 
 

【選定方法】 
【応募・問合先】 

　11月号広報紙に掲載するイラストを募集します。 
　採用された場合は、「かさまるグッズ」をプレゼ
ントします。 

9月25日（火） 
 

作品と応募用紙（町ホームページからダウンロ
ードできます）を企画課へ持参または郵送・メー
ルでご応募ください。作品は約20cmの正方形
の用紙に手書きか、画像ファイル（Jpeg形式か
Gif形式）どちらでも構いません。 

企画課で決定 
企画課 

Eメール　kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

司法書士による無料相談会 

 
 
 

【日　　時】 
【場　　所】 
 

【相 談 員】 
 

【問 合 先】 

　岐阜県司法書士会では、「法の日」週間市民
サービスの一環として、登記・法律などに関する
無料相談会を行います。お気軽にご相談ください。 

10月13日（土） 午前10時～午後4時 
岐阜県司法書士会館 

（岐阜市金竜町5丁目10‐1） 
岐阜県司法書士会支部会員 

（司法書士） 
岐阜県司法書士会事務局 
蕁246‐1568

集団指導の様子 
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第50回　町民バドミントン大会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参 加 費】 
 

【申込期限】 
【申込・問合先】 

10月14日（日）午前9時～ 
町民体育館2階　競技場 
町内に在住・在勤の方 
ダブルス（1人でも出場可） 
①ミックスの部 
②一般女子の部 
③高校生男子の部 
④高校生女子の部 
⑤中学生男子の部 
⑥中学生女子の部 
⑦親子「母」の部（小学生と保護者） 
⑧親子「父」の部（小学生と保護者） 
⑨小学4年生以下の部 
⑩小学5・6年生の部 
※人数により種目変更あり 
1人100円 
※大会当日にお支払いただきます 
9月28日（金） 

町体育協会事務局 
（笠松中央公民館内） 

第48回　笠松町美術展作品 

 
 

【開催期間】 
【開催場所】 
【出品者資格】 
 
 

【出品作品点数】 
【申込期限】 
【申込方法】 
 
 
 

【募集部門・作品規格】 

 
 

【問 合 先】 

　第48回笠松町美術展の作品を募集しています。 
　ぜひご出品ください。 

11月2日（金）～4日（日） 
笠松中央公民館 

町内に在住、在勤、在学（中学生
以上）または町内出身者や町内
で学習されている方 

部門を問わず1人3点まで 
9月28日（金） 
出品申込票を笠松中央公民館へ
提出 

（出品申込票は笠松中央公民館、
松枝公民館、総合会館にあります） 
 

※額装の作品・壁面展示物にはつるし紐をつ
けてください。 

町美術展実行委員会 
（笠松中央公民館内） 

あんしんかさまつメールに登録を 

 
 
 
 

【配信内容】 

 
 

【登録方法】 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　防災・防犯情報などの緊急を要する情報を携帯電話やパソコンに「あんしんかさまつメール」（緊
急時情報伝達システム　緊急メール）でお届けしています。 
　携帯電話やパソコンのインターネットを通じて事前にご登録いただいたメールアドレスに、次の防災
防犯情報をEメールで配信します。 

 
○警報・特別警報情報（24時間即時配信） 

町に発令された大雨・洪水・暴風・大雪など
の警報、大雨・暴風・大雪・暴風雪などの特別
警報 

○地震情報（24時間即時配信） 
町に震度4以上の地震が発生した時の情報（発
生日時・震源地・震度・マグニチュードなど） 

○防災情報 
台風や火災などの情報 

○防犯情報 
警察などからの情報（不審者情報など） 

○避難所情報 
避難所開設などの情報 

○避難情報 
避難勧告などの情報 

※携帯電話でのメール受信には数円の通信料がかかりますが、いざという時の情報収集手段のひと
つとして、ぜひご登録ください。 

 
①携帯電話でQRコードを読み取り、サイトにアクセスし、空メールを送信してください。 
（QRコードが読み取れない場合やパソコンで登録する場合は、kasamatsu@sg‐m.jp宛に、
空メールを送信してください。） 

②登録用URLが記載されたメールが届きます。記載されたURLにアクセスし、 
ご登録ください。 

③登録完了のメールがすぐに届きます。 
※迷惑メールの設定をされている方は@anshin.town.kasamatsu.gifu.jp 

からの受信を許可してください。 
企画課 

ペットの飼育はマナーを守って 

　ペットを飼い始めたら、終生飼うことが飼い主の責務です。また、ペットと一緒に暮らすということは、
周囲の人と折り合っていくということです。飼い主は、動物の性質・習慣を理解し、人間社会の中で生
活するルールをペットに教えていく必要があります。 
　自分のペットがトラブルの原因にならないように、しっかり管理しましょう。 
◆犬を飼うときのマナー 

犬はつないで飼いましょう。犬の放し飼いは法律で禁止されています。散歩をする時も、引き綱（リード）
を必ずつけましょう。 
散歩途中のふんは、必ず持ち帰りましょう。 

◆野良猫にエサを与えないで 
むやみにエサを与えると、野良猫が増えて人の敷地内の草木などを傷つけたり、ふん尿汚染の原因
になることがあります。野良猫にエサを与えていると、飼い主とみなされます。安易な気持ちでエサを
与えないでください。 

【問 合 先】 環境経済課 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

9月の開催日程 
5（水）.6（木）.7（金）.19（水）.20（木）.21（金） 

9/6（木） 秋風ジュニア（P） 
9/20（木） オータムカップ（SPⅡ） 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

笠松けいばファンクラブ会員募集中 
会員の皆さまには、会員限定イベントや会報誌のお届けなど 
笠松けいばをもっと楽しんでいただくための特典を用意しています 
お申込み・お問合せは、場内案内所または笠松けいばホームページから 

ツイッター・インスタグラムで 
笠松けいばの色々な情報を 
日々、配信しています 

部　門 作　品　規　格 
日 本 画  
洋 　 画  
版 　 画  
水 墨 画  

彫 　 塑  
工 　 芸  

書 

写 　 真  

デザイン 

60号以内（額装を原則とする） 

陶芸・ちぎり絵・刺繍・人形・パッチワークなど
（特に限定はしません） 
机上もしくは壁面（ボード）に展示できる
大きさ 
色紙以上（軸装または額装に限る） 
原則6つ切りから全紙（額装を原則とし、組
写真は4つ切り以下5枚まで） 
原則B全判以内 【QRコード】 

1に運動　2に食事　しっかり禁煙 
最後にクスリ～健康寿命の延伸～ 

9 月 は 健 康 増 進 普 及 月 間 で す 。 

献血 
　みなさんのあたたかい思いや
りが、助け合いの輪を広げます。
ぜひ献血にご協力をお願いします。 

【問 合 先】 健康介護課 

日（曜日） 場　　所 時　　間 

9月26日 
（水） 

中部サイデン㈱ 

ジーエフシー㈱ 

午前9：15～11：15 

午後0：45～2：30

（北及） 

（田代） 
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生活騒音の近隣への配慮を 

　私たちの身近には、色々な音があります。快く
感じる音がある反面、迷惑に感じる音もたくさん
あり、迷惑に感じる音を総称して生活騒音と呼
んでいます。 
　誰もが生活騒音の加害者・被害者になる可
能性があり、時に円滑な近所付き合いに支障を
きたすことも考えられます。 
　生活騒音は人によって感じ方が違うものです。
生活するうえで必要な音、自分にとって心地よく
感じる音も他人にとっては、うるさい音、不快な
音と感じる場合があります。日ごろから音に注意
を払い、家庭機器・楽器の使用などについて配
慮と工夫をしましょう。 
　特に次のことに注意し、身のまわりの音環境
を見つめ直してみましょう。 
・室外機や換気扇などの騒音源となりやすいも

のから異常な音は聞こえませんか？異常な音
が聞こえる場合には販売店などに相談する
など適切な管理をしましょう。 

・掃除機や洗濯機の品質表示ラベルには騒
音値が表示されていますので、なるべく音の
小さい機種を選びましょう。 

・ピアノや音響機器などは隣家の境界となるべく
離して設置しましょう。 

・ピアノやエレキギターなどの楽器の夜間の使
用は控えましょう。 

・テレビや音響機器を使うときには音量に注意
しましょう。音響機器などではヘッドホンを使う
ようにしましょう。 

・ペットは、吠え癖などがつかないようにしつけ
をし、食事、運動などをしっかり行い、ストレス
をためないようにしてあげましょう。 

【問 合 先】環境経済課 

野外焼却（野焼き）はやめましょう！ 

　廃棄物を、基準に適合した焼却炉などを用い
ず、野外で焼却（野焼き）することは、「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律」により原則禁
止されています。 
　また、野焼きには常に火災の危険が伴うこと
を忘れないでください。安易な野焼きはやめて、
ごみは分別して決められた収集日に出しましょう。 

◆例外になる野焼き 
　河川敷の草焼き・災害などの応急対策・火
災予備訓練・左義長・焼畑・畦の草や下枝の
焼却 

※焼畑などのやむを得ない野焼きとは、害虫駆
除や最低限度の肥料取りが該当します。農
業に関するすべての野焼きが除外されてい
るものではありません。 
苦情が発生した場合は、直ちに焼却行為の
中止をお願いします。 

【問 合 先】環境経済課 

【問 合 先】 岐阜地方裁判所事務局総務課 
蕁262‐5122

　裁判所では、国民の皆さんに、新しくでき
た制度や裁判手続きを知っていただくため、
毎月テーマを決めて、裁判所のウェブサイト

（http://www.courts.go.jp/index.html）
でご案内しています。ぜひご覧ください。 

裁判所からのお知らせ 

「法の日」週間を迎えて 
9月のテーマ 

かさまつ応援寄附金（ふるさと納税）ありがとうございました 
平成30年7月31日現在 寄附件数　629件 

寄附金額　6,738,000円 

　全国各地の多くの方からご寄附をいただき、誠にありがとうございます。 
氏名の掲載に同意いただいた皆さん〈平成30年4月～7月入金確認分〉　　　　　　　　　（敬称略） 

仙波行茂、佐藤幹基、ヒーロンアロルド、川本俊哉、町田伸男、玉置民子、勝本佳紀、闍田佳一郎、仲田浩次、 
橋本一樹、嵯峨野敏行、君島朋一、鈴木貴博、久保田安彦、鈴木一生、請川秀治、下津浦直一、早矢仕恒代、 
豆野幸男、寺崎道弥、古川正広、工藤清子、山田順一、高橋清嗣、小山敏隆、河北幸夫、森敏行、近藤康介、 
入山正義、升井浩之、岡村和則、神崎華絵、藤沼弘美、佐藤真紀、安立光将、山崎諒、鳥澤昌紀、渡邊幸司、 
中川達男、早川真人、佐藤由美、上野東吾、和田清信 

～ニセ警察官のニセ電話～ 

岐阜羽島警察署からのお知らせ 

つぎつぎと新しい手口が…　詐欺犯人の手口を知って、だまされんこん！ 

ニセ電話詐欺に、だまされんこん。 

【問 合 先】岐阜羽島警察署　蕁387‐0110

ニセ警官 「岐阜県警の○○です。」、「捜査二課の○○です。」と名乗り… 
「最近、オレオレ詐欺に遭ったり、電話が掛かってきたりしませんか。」 

「警察です、詐欺犯人を捕まえたら名簿があり、あなたの名前がありました！」 
「口座に○○円以上あると犯人に取られます。」 
「○○円以上は保護できないので、引き出す必要があります。」 
「銀行内部に犯人グループがいる可能性があります、すぐに引き出してくだ
さい。」 
「私服警察官も向かうので、今日の服装や車を教えてください。」 

あなた 警察が心配して電話してきたんだな… 

ニセ警官 「家族構成はどうなっていますか。いつもどなたが電話に出ますか。」 

あなた 正直に高齢世帯などと答えると… 

ニセ警官 「最近物騒なので気をつけてくださいね。」 
（よし！ここの家を狙おう！） 

そして数日後… 

慌てずに、110番通報して、 
本物の警察に相談してくださいね！ 

この家は高齢者だけ… 
安心してダマせるぜ、グヘヘ 

【番 組 名】 
 
 
 

【チャンネル】 
【放送時間】 
 
 

【番 組 名】 
 
 

【放送時間】 

内 案 組 番 の 月 9チャンネル 
CCN

チャンネルCCNスペシャル 
～第66回岐阜県高等学校演劇大会岐阜県大会～ 
8月に行われた第66回岐阜県高等学校演劇大会
岐阜県大会の模様を放送します。 

12ch 【放送期間】9月27日（木）まで 
（火）午後9時～  
（木）午後3時～、午後9時15分～ 
（土）午後2時～  （日）午前10時～ 

エリアトピックス  【チャンネル】12ch 
○敬老のつどい 【放 送 日】9月19日（水） 
○鮎鮨街道ウォーク 【放 送 日】9月27日（木） 

午前7時45分～　午前11時～、 
午後8時～ほか 

※都合により、放送内容が変更される場合があ
りますのでご了承ください。 

あぜ 

演劇大会岐阜県大会の様子 
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月曜日～ 
金曜日 

午前8時30分～ 
午後5時15分 

地域包括支援センター
（福祉健康センター内） 

介護相談 

福祉健康 
センター 

第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康 
センター 

下羽栗会館 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝公民館 

笠松 
中央公民館 

福祉健康 
センター 

13：10～13：50 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 

13：00～14：30 

9：30～11：00 

10：30～11：30 

13：30～14：30 

13：00～14：30 

10：30～11：30 

13：30～14：30 

14：00～15：30 

10：30～11：30 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30

19日（水） 

13日（木） 

27日（木） 

25日（火） 

21日（金） 

26日（水） 

4日（火） 

25日（火） 

4日（火） 

12日（水） 

18日（火） 

25日（火） 

4日（火） 

18日（火） 

25日（火） 

26日（水） 

5日（水） 

19日（水） 

12日（水） 

26日（水） 

6日（木） 

20日（木） 

5日（水） 

19日（水） 

12日（水） 

26日（水） 

7日（金） 

21日（金） 

乳児健康診査 

1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 

にこにこ教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

育児相談・ 
マタニティ相談 

健康相談 

貯筋（ちょきん）
くらぶ 

ふれあいひろば 
～脳元気編～ 

ふれあいひろば 
～音楽編～ 

9月のお知らせ 
町施設 

の 
ご案内 

役場 
福祉健康センター 
福祉会館 
こども館 
子育て支援センター 

施設名 
司町1番地 
長池408番地の1 
東陽町44番地の1 
田代290番地 
上新町172番地 

所　在 
蕁388‐1111（代表） 

蕁388‐7171 
蕁387‐1121 

蕁388‐0811

電　話 
笠松中央公民館 
松枝公民館 松枝支所 
総合会館 下羽栗支所 
歴史未来館 
ふらっと笠松 

施設名 
常盤町6番地 
長池292番地 
中野229番地 
下本町87番地 
西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） 

所　在 
蕁388‐3231 

蕁387‐0156 
蕁387‐8432 
蕁388‐0161 
蕁388‐2355

電　話 

休日急病診療（内科・歯科） 9月の保健カレンダー 

　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があり
ますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 

郡地域救急医療情報センター蕁388‐3799 
（郡広域連合消防本部内） 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代蕁388‐0111）です。 

※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 
☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

2 

9 

16 

17 

23 

24 

30

う え む ら 歯 科  

岐南歯科クリニック 

秋 田 歯 科 医 院  

おがわ歯科クリニック 

ご と う 歯 科  

なな歯科クリニック 

森デンタルクリニック 

笠 松 町 長 池  

岐 南 町 八 剣 北  

岐 南 町 三 宅  

岐 南 町 徳 田  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 三 宅  

笠 松 町 田 代  

388‐4118 

248‐1116 

247‐1196 

242‐9666 

387‐0955 

259‐4618 

387‐9981

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

2 

9 

16 

17 

23 

24 

30

岩 村 医 院  

岡 山 ク リ ニ ッ ク  

片 山 ク リ ニ ッ ク  

河合内科クリニック 

北田内科クリニック 

羽 島 ク リ ニ ッ ク  

小 寺 医 院  

笠 松 町 門 間  

岐 南 町 徳 田  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 八 剣  

岐 南 町 下 印 食  

笠 松 町 門 間  

笠 松 町 美 笠 通  

387‐0180 

268‐0307 

388‐8700 

247‐6630 

278‐1030 

387‐6161 

387‐4504

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 

 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 

【問 合 先】 

♪親子で楽しくリトミック♪ 
9月12日（水） 午前10時～11時 
第一保育所 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 

※車でお越しの方は、笠松中央公民館駐車場
をご利用ください。 

こども館 

グループワーク 相談窓口のお知らせ（9月分） 
 
 
 

【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方
で精神科医療機関に通院している方の憩いと
交流の場です。 

9月20日（木） 午前10時～11時30分 
福祉健康センター 
テーブルゲーム（トランプなど） 
9月13日（木） 

健康介護課 

こころの巡回相談・障がい者就労相談 
 
 

【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
【内　　容】 
 
 

【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神保健福祉士が、こころの病や不安の相
談に応じます。 

9月20日（木） 午後1時～2時30分 
福祉健康センター 
精神障がいの方やそのご家族 
ひきこもりや日常の困り事の相談、 
就労などの相談、各種福祉サービス
の情報提供 
9月13日（木） 

健康介護課 

税　　目 期　　別 

固定資産税 

国民健康保険税 

後期高齢者医療保険料 

介護保険料 

水道料金・下水道使用料 

保育料 

放課後児童クラブ利用料 

3期分 

3期分 

3期分 

4期分 

3期分 

9月分 

9月分 

期限内納付にご協力ください。 
便利な口座振替をご利用ください。 
次の税金等は、コンビニやスマートフォン決済
アプリPayB（ペイビー）でも納付できます。 

町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健
康保険税、水道料金・下水道使用料 

（期限内で、一回の納付額が30万円以下の場合のみ） 
納付でお困りのときは、ご相談ください。 

5日（水） 

19日（水） 
午後1時～3時 

在宅相談　担当地域民生委員 

福祉会館 

※相談を希望される方は、午後0時45分まで
に福祉会館へお越しください。相談者が7人
以上の場合は抽選で相談者を決定します。 

法律相談・ 
悩みごと相談 

（県弁護士会所属弁護士） 

14日（金） 午後1時30分～ 
3時30分 福祉会館 

人権擁護委員 
杉山　詞一（円城寺）　則竹　　緑（東陽町） 
石原　　明（八幡町）　安藤　　隆（北　及） 
纐纈　英子（田　代）　森　眞理子（米　野） 

人権よろず相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田　賢一　田代950‐1 蕁388‐0068 
河尻　和男　北及1902 蕁387‐5788 
田島佳代子　無動寺180 蕁388‐2235

身体障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
　樋口　一子　北及1578-2 蕁388‐3705

※相談を希望される方は、事前に電話でお申 
　込みください。 蕁388‐7133

知的障がい者 
相談 

14日（金） 午後1時30分～ 
3時30分 福祉会館 

行政相談委員 
岩田　　修（宮川町） 

行政相談 

3日（月） 

18日（火） 

午前9時 
～午後3時 

役場 
環境経済課 消費生活相談 

心配ごと相談 

納付は、10月1日（月）まで 

◆ 今月のお休みはありません。 
（笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館の図書室） 
◆ 今月のおはなしかい 

8日（土） 午前10時30分～　笠松中央公民館2階図書室 

図書室からのお知らせ 

防災 

毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 

今月のテーマ 

　缶詰や乾物など保存性
の良い食品を普段から多
めに購入し買い置きをし
ておくと、災害時に役立ち
ます。賞味期限を確認し
ながら、普段の食事にも活
用し、無駄なく食品を備蓄
しましょう。 ぎふ食育キャラクター 

ナスキッド 
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国民年金保険料の「後納制度」は9月まで 

違反対象物公表制度 

国民 
年金 

消防署 

　期限までに納めることができなかった国民年金保険料を、平成27年10月から平成30年
9月までの3年間に限り、申請月から遡って5年前の保険料まで納めることができる制度です。 

　未納の保険料を納めることで、将来受け取る年金が増えたり、納付期間が不足して
いて年金を受給できなかった方が、年金の受給資格を得られたりする可能性があります。 

①20歳以上60歳未満の方で、申請月以前の5年以内に納め忘れの期間や国民年金に未加
入の期間がある方 
②60歳以上65歳未満の方で、①のほか任意加入期間中に納め忘れがある方 
③65歳以上の方で、老齢基礎年金の受給資格がなく、任意加入中の方　　など 
※60歳以上で既に老齢基礎年金を受給している方は申請できません。 

　後納制度によって納めることができる保険料額は、納付しなければならなかった当
時の保険料額に一定額が加算されます。 

　後納できる保険料には納付の順序があり、過去5年前までの保険料のうち、最も古い
分の保険料から納めていただきます。 

【問 合 先】国民年金保険料専用ダイヤル 蕁0570‐011‐050　または 
岐阜南年金事務所 蕁273‐6161

　違反対象物公表制度とは、利用者が防火対象物の安全に関する情報を入手し、防火
対象物の利用について適切に判断できるようにするため、重大な消防法令違反のある
建物の違反内容などをホームページで公表するものです。羽島郡では平成31年4月1日
から制度の運用を開始します。 
　公表の該当となる重大な消防法令違反とは、特定防火対象物（不特定多数の方が利
用する建物、遊技場、飲食店、物販店、ホテル、病院、福祉施設など）のうち、消防
法令により設置が義務付けられた消防用設備の「屋内消火栓設備」「スプリンクラー
設備」「自動火災報知設備」が一切設置されていないと認められたものです。 
　公表する内容は、「公表対象物の名称と所在地」「公表該当違反の場所と内容」「公
表を開始した日」です。 
　公表の時期は、消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知
した日から14日が経過してもその違反が認められる場合です。
なお、公表は違反が是正されるまでの間継続します。 
［建物関係者の方へ］ 
　消防法令違反となる建物の例として、無届の増改築や別
の建物との接続、窓などの開口部をふさいでしまうことが
挙げられます。また建物によっては内装の変更でも重大な
消防法令違反となる場合があります。建物の増改築、用途
変更などを実施する場合は、事前に最寄りの消防署にご相
談ください。 

後納制度とは？ 

後納制度のメリット 

後納制度を利用できる方 

後納保険料の額 

後納できる保険料の順序 
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広 

報 

K A S A M AT S U  P U B L I C  I N F O R M AT I O N

今 月 の 表 紙 
青空のもと、「笠松体操」で汗を流しました（関連記事9ページ） 
＝7月21日 笠松町運動公園にて 

　私たちは、漢詩・短歌・俳句・新体詩などを、子
どもから大人まで年齢を問わず、大きな声を出して詠
っています。身体の中から発声することはとても気持ち
が良く、健康にも良いです。 
　文化フェスタ、地区のコンクールなどのステージに出
演もしています。 
　私たちと一緒に楽しみましょう。 

【活動日】 
【場　所】 
【連絡先】 

毎週木曜日 午後7時30分から 
笠松中央公民館 
赤塚 絹子　蕁090‐3580‐7035

カラー広告募集中 
1枠（2.25cm×6cm） 

8,000円／号 

お気軽にご相談ください。 

【問合先】企画課　蕁388‐1113

ホームページアドレス 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎  

丸山さんの作品 
かさまるくんとかさまるちゃん 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 

ん 

に 

ち 

は 
こ 
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ち 
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ち 

は 
こ 

ん 
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ち 

は 
こ 
Hello!Hello!おなまえ 村上 慶成 （北及） 

くん 

む ら  か み  け い  せ い  

平成29年9月1日生 
村上成樹・裕子さんの子 

これからも元気にたくましく育ってね。 
お姉ちゃんと仲良し姉弟でいてね螢 

おなまえ 石榑 このか 
 よしの 

（長池） 
ちゃん （左） 

ちゃん （右） 

い し  ぐ れ  

平成29年9月14日生 
石榑久詞・紗記子さんの子 

賑やかな毎日をありがとう。2人ずっと仲良くね。 

応募対象 
応募期限 
応募方法 

平成29年11月生まれの赤ちゃん 
9月28日（金） 
企画課まで写真とコメントをご持参、 
もしくはメールでご応募ください。Eメール　kikaku@town.kasamatsu.lg.jp 
なお、応募者が多い場合は一人あたりの掲載枠が小さくなる可能性があります。 

詳しくは企画課広報担当まで 
お問合せください。 

詩吟を楽しみませんか 
美濃岳精会 

2018 Sep.2018 Sep.

介護予防事業 

平成29年度人事行政の運営状況 

地籍調査を実施しています 

情報ボックス 

岐阜県からのお知らせ 
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まちの人口　平成30年8月1日現在（前月比） 
人口 22,348人（増9）／男 10,766人（増17）／女 11,582人（減8）／世帯数 8,898世帯（増7） 

うた 

しん たい し 
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